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教員詳細情報                             九州看護福祉大学 

氏名 寺本 奈津樹 （TERAMOTO, Natsuki） 

連絡先メールアドレス  

役職・職名 専任講師 

所属 社会福祉学科 

 

 

 

略歴 

 

 

 

2011年 熊本大学法学部法学科卒業 

2011年 熊本県教育委員会（教諭）採用 

     ※熊本県の県立高等学校に公民科教諭として６年間勤務 

2017年 熊本県教育委員会（教諭）退任 

2019年 熊本大学大学院社会文化科学研究科法学専攻博士前期課程修了 

2023年 一橋大学大学院法学研究科法学・国際関係専攻博士後期課程修了 

2023年 龍谷大学矯正・保護総合センター 嘱託研究員 

2024年 九州看護福祉大学基礎・教養教育研究センター 専任講師 

2025年 九州看護福祉大学看護福祉学部社会福祉学科 専任講師 

（現在に至る） 

取得学位 博士（法学）（一橋大学大学院法学研究科、2023年 3月） 

 

 

担当科目 

 

 

法学、日本国憲法、関係法規、医事法規、権利擁護を支える法制度、 

刑事司法と福祉、社会福祉特別演習Ⅰ・Ⅱ、卒業研究論文、生命倫理、 

教育実習、養護実習、教職実践演習（中高）、教職実践演習（養護） 

 

専門分野 少年司法、刑事司法（刑事法） 

 

 

所属学会 

 

 

・日本刑法学会 

・日本犯罪社会学会 

 

現在の研究テーマ 

 

・少年の捜査手続における少年の手続参加 

・少年の捜査手続における少年への法的援助及び心理的・福祉的援助 

・専門職間の連携 

 

 

 

教育研究業績 

（著書・学術論文等） 

 

 

 

（博士学位請求論文） 

寺本奈津樹「少年の取調べにおける少年の手続参加―イギリス捜査手続

における弁護人による法的援助及び「適切な大人（Appropriate Adult）」に

よる援助の議論を中心に―」（2023年３月） 

 

（学術論文） 

1. 寺本奈津樹「イギリス少年取調べにおける「適切な大人（Appropriate 

Adult）」による援助（１）―近年の動向に焦点を当てて―」一

橋法学第 22巻第 3号（2023年）391-425頁。 
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2. 寺本奈津樹「イギリス少年取調べにおける「適切な大人（Appropriate 

Adult）」による援助（２・完）―近年の動向に焦点を当てて

―」一橋法学第 23巻第 1号（2024年）223-260頁。 

 

（学会・研究会報告） 

1. 寺本奈津樹「少年被疑者への法的援助の実質化」第３回九州若手刑事法

研究会（2024年 11月 30日、九州大学西新プラザ） 

2. 寺本奈津樹「イギリス捜査手続における少年の法的助言を受ける権利

―『適切な大人（Appropriate Adult）』による援助の影響―」日

本刑法学会九州部会第 135回例会（2025年３月１日、鹿児島大学） 

 

社会活動・社会貢献 

 

・令和６年度玉名市要保護児童対策及び DV 防止対策等地域協議会代表者

及び実務担当者合同会議 

・令和６年度玉名市要保護児童対策実務担当者会議 

 


